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研究ノート

はじめに

特定給食施設における献立について、健康増進

法施行規則では栄養管理の基準１）として規定して

おり、喫食者の身体の状況、日常の摂取量、嗜好

などについて配慮し、その品質管理を行うとある。

喫食者は、献立どおりに調理された食事を継続的

に摂取することで健康の保持増進、栄養状態の改

善、疾病の治療ならびに生活の質（QOL,Quality

ofLife）の改善や生活習慣の改善という給食の目

的２）をはたしていく。献立は栄養補給のいわば設

計図でもあり、食事の目標とする設計品質を示し

たものである３）。栄養・食事計画で決定した栄養

量、外観（色など）、おいしさ（味・香り・温度・

テクスチャー）、衛生安全性、原価や給食経営管

理上必要な経営資源（人・物・金）管理、喫食者

のニーズや嗜好をとりいれて作成し、提供する食

事は栄養教育媒体にもなる。

医療における療養のための特別食・療養食は、

医師の指示のもと個人の栄養アセスメントに基づ

いた献立作成が必要で、その食事を提供すること

により施設は医療保険制度の入院時食事療養費４）

や介護保険制度の療養費５）として診療報酬や介護
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報酬を得ている。これらの管理栄養士・栄養士に

は、基本的な献立から病態に応じた個々の献立へ

と展開させる専門性の高い能力が求められ、管理

栄養士養成校ではその高度な技術を習得するため

の専門性に特化したカリキュラムが組まれている。

給食施設の献立は各施設の栄養管理基準にもと

づき作成され、その作成は業務委託している場合

もある。献立の食品選択の際に個人対応としてア

レルギーや嗜好による禁止食品を反映する場合が

多いが、嗜好などによる禁止食品の選択について

は各施設の判断に一任されており一律ではない。

そのような禁止食品の品数が多くなるほど献立作

成業務が複雑になると考える。限りある経営資源

の中、費用対効果を考えた献立の標準化が必要と

考える。

これまで、学生に対してその技術や教育的効果

についての報告は多く、また、病院に勤務する管

理栄養士を対象とした管理栄養士に必要な調理理

論と技術に関する研究６）もあるが、栄養管理業務

の実務である献立作成を対象とした調査・報告は

ほとんどない。そこで本研究は、献立の標準化を

考えるにあたり、まず、栄養管理業務の献立作成

作業時間に着目し、実務における献立作成業務の

状況と管理栄養士・栄養士が抱えている課題を調

査し、献立作成のための作業時間を要する因子を

検討することを目的とした。

研究方法

１．対象および調査方法

調査方法：自記式質問紙による調査 なお、本

質問紙による回答は事前に本研究の主旨を説

明するとともに、回答内容が個人を特定する

ことがないよう配慮し、調査対象者の同意を

得て調査を行った。

対象調査：給食会社に勤務する栄養士・管理栄

養士69名

質問紙の内容で、献立作成に関する事項は、対

象者のうち、実際に献立作成業務を行ってい

る57名を調査対象とした。

調査時期：2012年11月～12月 社内研修時
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表１ 調査項目

大項目 中項目 小項目

１
対
象
者

の
属
性

1）資格種類

2）受託施設種類

3）経験年数

ａ 管理栄養士 ｂ 栄養士

ａ 病院 ｂ 高齢者福祉施設 ｃ 児童福祉施設（保育園等）
ｄ 学校 ｅ 本社部門
ｆ その他

ａ 年数（自由記述）２
献
立
作
成

業
務
の
状
況

1）献立作成の受託

2）献立作業業務時間
2）附① 1週あたり

2）附② 1日あたり
平均所要時間

ａ 有 ｂ 無

ａ 毎日 ｂ ２日 ｃ ３日 ｄ ４日 ｅ ５日以上

ａ 時間数（自由記述）

３
主
観
的
な
困
難
さ

1）困難さを感じる作業

ａ 一般食献立作成（分粥食への展開）
ｂ 治療食献立への展開
ｃ 治療上必要な個人対応食作成
（例：ワーファリン内服のためビタミンＫ制限食）
ｄ 嗜好に合わせた個人対応食献立作成

2）困難さを感じる理由
（複数回答）

ａ 食種が多いから
ｂ 知識不足

ｂ附 不足している知識
� 食材
� 料理
� 薬
� 治療法
� 食種

ｃ 禁止食品があるから
ｃ附 禁止食品名（自由記述）

ｄ 給与栄養目標量と合わせるのが難しい
ｅ 予算の食材費と合わせるのが難しい



２．調査項目（表1）

１）大項目に「対象者の属性」を設け、免許種

類，配属先区分を選択回答させた。

２）大項目に「献立作成業務の状況」を設け、

献立作成業務の有無，業務時間について選

択肢等による回答を求めた。

３）大項目に栄養士が関わる献立作成上の「主

観的な困難さ」を設け、作業内容や理由に

ついて回答を求めた。なお、献立作成の食

品選択の際、禁止食品は作業を複雑にする

と考え、食品名で回答を求めた。

３．集計 統計方法

１）献立作成業務について、1週間の延べ作業

時間を、「 1週間の延べ作業時間=1週間

に携わる献立作成業務の日数×1日あたり

の作業時間」の計算式で管理栄養士・栄養

士別に分析し、1週間の延べ平均作業時間

±標準編差で示した。

２）経験年数と献立作業時間の関係について、

管理栄養士・栄養士別に回帰検定を行った。

３）禁止食品名の回答より食品数を算出し、献

立作成者あたりの禁止食品数と作成時間と

の関係について回帰検定を行った。

４．倫理的配慮

本研究は鎌倉女子大学研究倫理委員会の審査を

受け、承認（NO.12009）のもと行った。

結果

１．質問紙 回答

１）調査対象者：対象者69名のうち有効回答69

名（有効回答率100%）であった。

２）対象者の免許種類は管理栄養士40%・栄養

士60%であった。

３）配属先施設区分を（図1）に示す。

４）献立作成業務 受託の有無

回答者69名のうち57名、83%（管理栄養士

は23名85%、栄養士34名81%）が献立作成業

務を受託していた。質問紙の中の献立作業時

間に関する分析は回答者57名中、57名（有効

回答100%）で行った（図2）。

４）1週間に携わる献立作成業務の日数

献立作成業務を行っている57名（管理栄養

士23名、栄養士34名）のうち回答のあった46

名（管理栄養士20名、栄養士26名）をｎ数と

した。管理栄養士は「2日/週」が60%、「3

日/週」が30%で、栄養士は「2日/週」が42

%「3日/週」が23%、「4日/週」15%で、管

理栄養士、栄養士ともに「2～3日/週」に

集中した（図3）。

５）献立作成業務 1日あたりの作業時間

2時間以上3時間未満は管理栄養士15%・

栄養士41%、3時間以上4時間未満は管理栄

養士15%・栄養士は22%、4時間以上5時間

未満は管理栄養士20%・栄養士は4%であっ

た（図4）。献立作成業務について1週間の

平均延べ作業時間は管理栄養士が8.0±6.5時

間、栄養士は7.7±6.6時間であった（表2）

（表3）。

６）治療食など献立作成業務の中で一番難しい
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図１ 対象者配属先施設 図２ 献立作成業務 受託
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図４ 1日あたりの献立作成作業時間

10～11未満

3～4未満

7～8未満

5～8未満

4～5未満

1～2未満

1未満

2～3未満

8～9未満

時間（ｈ）

（n＝20）

（n＝26）

表２ 献立作成業務1週間の延べ作業時間

人
平均±標準偏差

（時間/週）

管理栄養士

栄養士

20

26

8.0±6.5

7.7±6.6

図３ 1週間のうち献立作成業務に携わる日数

（n＝20）

（n＝26）

表３ 施設種類別 献立作成業務1週間の

延べ作業時間

人
平均±標準偏差

（時間/週）

病院

高齢者施設

障害者施設

13

28

4

6.5±4.0

7.4±6.5

6.3±3.5



と感じる作業について

管理栄養士の48%・栄養士の 57%が「治

療食献立への展開」が一番難しいと回答した

（図5）。

７）難しいと感じる理由について

「知識不足」をあげている管理栄養士83%・

栄養士85%であった。「禁止食品があるから」

管理栄養士83%・栄養士74%を占めた。「知

識不足」と回答した管理栄養士の63%は「料

理」、53%が「病態」、42%が「食材」につい

ての知識が不足していると回答した。栄養士

は「病態」69%、「治療法」59%、「薬」48%

であった（表4）。

８）献立作業時間と経験年数との関係

献立作業時間と経験年数との間に、管理栄

養士・栄養士ともに相関はみられなかった

（図6）。

９）禁止食品数と作業時間との関係

禁止食品数と作業時間との関係において相

関はみられなかった（図7）。

考察

本調査の結果から、献立作成業務について1週

間の中での平均作業延べ時間数は、栄養士より管

理栄養士の方が長いことが示された。両者が同等

の作業をしているのであれば、管理栄養士の作業
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図５ 治療食など献立作成業務の中で一番難しいと感じる作業

（n＝23）

（n＝34）

表４ 「献立作成を難しいと感じる理由」の回答数（複数回答）と割合

栄養士 34

人 （％）

管理栄養士23

人 （％）

食種が多いから

知識不足

禁止食品があるから

給与目標栄養量と合わせるのが難しい

予算の食材費とあわせるのが難しい

作業工程を考えるのが難しい

その他（施設の嗜好に合わせるのが難しい）

10（29.4）

29（85.3）

25（73.5）

23（67.6）

22（64.7）

10（29.4）

0（ 0.0）

6（26.1）

19（82.6）

19（82.6）

14（60.9）

15（65.2）

9（39.1）

1（ 4.3）



時間が短いことが当然と考えられる。この結果が

示す可能性として、作業の中でもより複雑なもの

が、栄養士より管理栄養士に分担されていること、

あるいは、管理栄養士本人が、様々な業務の中で、

献立作成業務とその他の業務が整理されずに申告

されていることが考えられる。免許種類による業

務の実態、あるいは、作業の標準化の実態を明確

にするために、今後の課題として実際の作業内容

とその所要時間をより詳細に調査する必要がある

ことが示唆された。

施設種類と献立作業時間との関連では、病態に

応じた対応をしている病院が最も作業時間が長い

という仮説を立てていたが、施設種類で統計的に

有意の差が見られなかった。施設の種類よりも、

各施設の給食運営方針によって献立作成業務の複

雑さが影響を受けている可能性が明らかにされた。

献立作成に要する時間と、栄養士・管理栄養士

の経験年数については、経験年数が長いほど作業

効率がよく、延べ時間が短縮されることを予測し

ていたが、実際には相関が認められなかった。施

設種類の分析と同様に、栄養士・管理栄養士個人

の経験の積み重ねや、給食運営に関する施設ごと

の方針が、作業に大きく影響を及ぼしている可能

性が示唆されている。このことは、施設の給食運

営に対する方針が、施設種類や診療科目等によっ

て統一されておらず、標準化されていないために、

栄養士・管理栄養士の作業も標準化されないこと

を示唆するものと考えられた。

おわりに

施設の給食運営の方針が最も反映されていると

思われる禁止食品と献立作成の作業時間に関連が

見られなかったことから、今後の課題として、禁

止食品が重複する喫食者のケースなど、業務の複

雑さとの関連をさらに精査することにより、給食

経営面から献立作成業務の標準化とその効果につ

いて検討する必要がある。
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要旨

献立は食事の設計品質を示したものであり、作成に

は高度な専門知識と技術を要する。献立を標準化する

上で、栄養管理業務の献立作成作業時間に着目し、実

務における献立作成業務の状況と管理栄養士・栄養士

が抱えている課題を調査し、作業時間を要する因子を

検討した。献立作成の作業時間は、管理栄養士8.0±6.5

時間/週、栄養士は7.7±6.6時間/週であった。献立作成

の主観的困難さの理由として、個人の嗜好やアレルギー

などで献立に使用できない食品数（禁止食品）に関す

る事例が多くあげられたが、禁止食品と作業時間の関

連がみられなかった。業務の複雑さとの関連をさらに

精査し、給食経営作業の標準化について検討する必要

が示唆された。

（2013年10月1日受稿）
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